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(案）

内閣人第 号

令和2年 月 日

I"
衆議院議長

参議院議長

(各通）

内閣総理大臣

通 知

下記のとおり発令いたしました。

記

士
ロ秋 淳一郎

国家公務員倫理審査会会長に任命する

(3月30日付）
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今
十
三
日
本
院
は
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
会
長
に
秋
吉
淳
一
郎
君
を
、
同
委
員
に
潜
道

上
野
幹
夫
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。

よ
っ
て
こ
こ
に
通
知
す
る
。
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今
十
四
日
本
院
は
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
会
長
に
秋
吉
淳
一
郎
君
を
、
同
委
員
に
潜
道
文
子
君
及
び
上
野
幹

夫
君
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
。

よ
っ
て
こ
こ
に
通
知
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三
殿

令
和
二
年
二
月
十
四
日

参
議
院
事
務
総
長
岡

参
議
院
議
長
山
東
昭
ヱ
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国家公務員倫理審査会会長

あき よし齢んいも ろう

秋吉淳一郎

生年月 日昭和30年9月19日 （64歳）
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成

昭

平

司法試験合格

東京大学法学部卒業

司法修習生

東京地方裁判所判事補

札幌家庭･地方裁判所判事補

札幌地方・家庭裁判所判事補

最高裁判所刑事局付

東京地方裁判所判事補

熊本地方・家庭裁判所判事補

熊本地方・家庭裁判所判事

最高裁判所裁判所調査官

東京地方裁判所判事

司法研修所教官

東京高等裁判所判事

東京地方裁判所判事部総括

司法研修所教官

最高裁判所上席調査官

仙台地方裁判所長

東京高等裁判所判事部総括
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仙台高等裁判所長官(令和2年3月27日退官）
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国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

へ

抄
一.

（
職
権
の
行
使
）

第
十
二
条
審
査
会
の
会
長
及
び
委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権

を
行
ｰ

つ
。

（
組
織
）

第
十
三
条
審
査
会
は
、
会
長
及
び
委
員
四
人
を
も
っ
て
組
織
す

23

’
る
0

会
長
及
び
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

４
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る

委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
長
及
び
委
員
の
任
命
）

第
十
四
条
会
長
及
び
次
項
に
規
定
す
る
委
員
以
外
の
委
員
は
、

2

人
格
が
高
潔
で
あ
り
、
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関

し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
律
又
は
社
会
に
関
す

る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
職
員
（
検
察
官

を
除
く
。
）
と
し
て
の
前
歴
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
在

職
期
間
が
二
十
年
を
超
え
な
い
も
の
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の

同
意
を
得
て
．
内
閣
が
任
命
す
る
。

委
員
の
う
ち
一
人
は
、
人
事
官
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
が
任
命

34

す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

会
長
又
は
前
項
に
規
定
す
る
委
員
以
外
の
委
員
の
任
期
が
満

了
し
、
又
は
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又

は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
会
長
又
は
前

項
に
規
定
す
る
委
員
以
外
の
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
に
お
い
て

両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、

内
閣
は
、
直
ち
に
、
そ
の
会
長
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員

以
外
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
長
及
び
委
員
の
任
期
）

第
十
五
条
会
長
及
び
委
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。

23

人
事
官
と
し
て
の
残
任
期
間
が
四
年
に
満
た
な
い
場
合
に
お

け
る
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
の
任
期
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
残
任
期
間
と
す
る
。

補
欠
の
会
長
及
び
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

４
会
長
及
び
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

会
長
及
び
委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
会
長
及

び
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務



毛

訂

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
身
分
保
障
）

第
十
六
条
会
長
又
は
委
員
（
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委

員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意

に
反
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

こ

二
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

三
審
査
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ

の
他
会
長
若
し
く
は
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
と
き
。

（
罷
免
）

第
十
七
条
内
閣
は
、
会
長
又
は
委
員
が
前
条
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
会
長
又
は
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

へ

服

務
…

第
十
八
条
会
長
及
び
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘

2

密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と

す
る
。会
長
及
び
委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体

3

の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な

、
０
Ｏ

し

常
勤
の
会
長
及
び
常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
営
利
事
業
を

営
み
、
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
い
、

又
は
内
閣
の
許
可
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
報
酬
を
得
て
他

の
職
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
給
与
）

第
十
九
条
会
長
及
び
委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

重
云

議

第
二
十
条
審
査
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

234

審
査
会
は
、
会
長
及
び
二
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ

ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可

否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
の
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

①ては、第十三条第四項に規定する委員は、会長とみな

す
。

■
■


